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中国四国農政局土地改良技術事務所が所有し、令和４年４月から香川県土地改良事業団体連合会仲多

度支所に保管・管理している災害応急用ポンプを、高松市東植田土地改良区の久保孝理事長が今回借受

申請行い、地元受益者に貸出されました。 

このポンプは、口径 100ｍｍ、揚程 13ｍ、吐出量 1.1m3/分の小型エンジンポンプで、連日の晴天によ

り城池の貯水率が 30％を下回り、間断配水（１日配水、１日止水）となり末端受益地までの配水が滞り、

作付けされている田面にひび割れを生じたため、土地改良区からの申請により貸し出されました。 

 

取入する農業用用水路は四箇池土地改良区との配

水調整により、貯水率 50％を下回った公渕池から流

れる公渕放水路横井水路で、毎朝 8 時から 12 時まで

の 4 時間、東植田土地改良区が管理する高台にある台

尾（東又）水路へ揚水しています。 

 ８月１日に中国四国農政局土地改良技術事務所に

借受申請を行い、その後速やかに地元受益者が軽トラ

ックで小型エンジンポンプを運搬し、暑い中汗をかき

ながらポンプ設置とサクションホースやサニーホー

スの接続設置を行いました。 

 

 

貯水率 30％を下回った城池 

取入水路（公渕放水路横井水路）

小型ポンプと接続ホースの設置状況 

小型エンジンポンプ設置全景 

災 害 応 急 用 ポ ン プ の 貸 出



令和 4年 8月 10 日      香 川 の 土 地 改 良           第 760 号 
  

－ 3 － 

 設置後、エンジンを掛け揚水試験を行うと、勢いよく

揚水された水が流れ出し、「これぐらいなら充分な水量

や。」「良かった。良かった。」「もうちょっと回転数を落

としても大丈夫や。」「これなら、もっと早く借りたらよ

かった。」などといった言葉が次々と受益者から上がる

と共に安堵の表情を浮かべていました。 

 また、前日までひび割れしていた田面は、あっという

間に水が流れ、乾いた表土が潤って来ました。 

 

 

 

 

 

配水により 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勢いよく流れ出る水 

申請に利用したＧＩＳ図面 

乾いてひび割れた田 配水により潤った田 
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8 月 4 日、香川県土地改良事業団体連合会会

議室において、香川県管理運営体制強化委員

会管理専門指導員会を開催した。来賓に香川

県農政水産部の井川次長を迎え、各土地改良

事務所長をはじめ、専門指導員の出席のもと、

下記事項について協議した。 

このうち、本年度の定期診断は、揚水機 41、

排水機 12、樋（水）門 8、畑かん 6、頭首工 23、

ため池 2、水路 10 施設の合計 102 施設で実施

することとし、本年度の適正化事業実施計画等を

確認した。又、防災減災機能等強化対策が創設されたことにより、要望量の把握をするための推進計画

等についても協議を行った。 

 

 

報告事項 
（1）土地改良施設維持管理適正化事業実施要綱、要領等の一部改正について 
（2）令和 4 年度土地改良区体制強化事業（施設・財務管理強化）実施計画について 

協議事項 

（1）令和 4 年度香川県管理運営体制強化事業、施設の診断・管理指導・相談等運営計画について 

（2）令和 4 年度土地改良施設維持管理適正化事業実施計画について 

（3）その他 

香川県農政水産部  井川次長による挨拶 

 

 
女性理事登用に向けた相談窓口の設置 

 

土地改良区等における男女共同参画について、「第５次男女共同参画基本計画」にお

いて、令和 7 年度までに理事の 10 パーセントを女性理事とすることが目標として掲げ

られたため、香川県土地改良区運営基盤強化協議会において、行動方針と活動計画の策

定を行いました。今後、土地改良区等における女性理事登用を推進していく中で、会員

様の質問等に対応するために、相談窓口を開設しましたのでご利用下さい。 

 

場所 水土里ネット香川 
（香川県土地改良事業団体連合会） 

 
TEL・FAX：087-832-7140・087-832-7150 
mail：houkaisei@midorinet-kagawa.or.jp 

 

香川県管理運営体制強化委員会管理専門指導員会開催 
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土地改良法の一部改正について 
 

 

  国又は地方公共団体は、ため池等の農業用用排水施設の豪雨対策を

急施に行う必要があると判断した場合には、原則として、農業者から

の申請、同意及び費用負担を求めずに豪雨対策を実施することができ

ることとする。（改正前は地震対策のみが対象） 

 

 

都道府県が、農業者の費用負担を求めず

に実施する農地中間管理機構関連事業に

おいて、農業用用排水施設、農業用道路等

の整備を追加する。（改正前は区画整理、農

用地造成のみが対象） 

 

 

土地改良区等が行う防災・減災対策や小規模な基盤整備を支援するため、土地改

良事業団体連合会の事業に下記を追加する。 

①全国土地改良事業団体連合会が、長期借入金・債券発行により資金を調達し、

土地改良区等へ交付 

※土地改良施設維持管理適正化事業の防災減災機能等強化対策（創設）の資金

調達を行う規程 

 ②土地改良区等から委託を受けて行う土地改良事業の工事 

 

 

    解散を予定している小規模土地改良区が、一定の条件のもと、一般社団法人又は認可地縁団体に組

織変更ができることとする。 
 
 

※1  基幹的な土地改良施設を管理する土地改良区、土地改良施設の管理以外の事業（建設事業、負担金の償還等）を 
行う土地改良区を除く。  

※2  認可地縁団体への組織変更は、※1に加え、その地区が市町村の区域を超えない土地改良区に限る。 

 

（1）急施の防災事業の拡充（令和4年4月１日施行） 

（2）農地中間管理機構関連事業の拡充（令和4年4月1日施行） 

（3）土地改良事業団体連合会の業務の見直し（令和4年4月1日施行） 

（4）土地改良区の組織変更制度の創設（施行日は政令で定める日） 
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8 月 2 日、「食料・農業・農村」及び「食育」に関する講演会（持続可能な食料システムの構築に向け

て）が、高松サンポート合同庁舎南館会議室で開催された。 

冒頭、中国四国農政局の柵木次長の挨拶があり、続いて、農林水産省大臣官房広報評価課の樋口課長

補佐及び、消費・安全局消費者行政・食育課の田中課長補佐より、農林水産業を取り巻く最近の動きを

踏まえた「食料・農業・農村白書」及び「食育白書」における主要施策の取組状況や課題についての説

明があった。 

また、平成 21 年に高松市に春日水神市場を開設し、できるだけ農薬や化学肥料に頼らない地元の生産

者を応援している株式会社厳選の津國浩代表取締役より、「オーガニックマーケット春日水神市場がで

きるまで」と題した講演があった。 

講演は、白書の公表を踏まえ、食料・農業・農村等に関する理解が深まるよう、白書の内容に即した

分かりやすく有意義なものであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 月 5 日～7 日、香川県農政水産部土地改良課による香川用

水資料館企画展が香川用水記念会館1階において開催された。         

この企画展は、毎年 8 月に開催されており、今年は、雨乞い

行事のパネル展示やＤＶＤの上映を行い、来場者は、水の大切

さや水不足に悩まされた先人の苦労を認識した。 

また、かがわの農業農村整備キャラクター「ため吉」のバッ

ジを配布する等、大人から子供まで、水の大切さを楽しみなが

らより身近に感じることができる企画展となった。 

香 川 用 水 資 料 館 企 画 展 

「食料・農業・農村」及び「食育」に関する講演会開催  

中国四国農政局 柵木次長による挨拶 （株）厳選 津國浩代表取締役による講演 

ため吉バッジをゲット！ 

水源地域への感謝の手紙作成 

DVD 上映 
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DVD 上映 
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開催月日 会  の  名  称 開催場所 

 7 月 14 日 
都道府県土地改良事業団体連合会・会員土地改良区事務責任者会議
（Web） 

高 松 市 

7 月 15 日 公共測量に関する研修会（Web） 高 松 市 

7 月 20 日 令和 4 年度吉野川総合開発香川用水事業推進協議会総会（第 56 回） 高 松 市 

8 月 1 日 
  ～3 日 

令和 4 年度会計指導員育成研修（Web） 高 松 市 

8 月 2 日 
「食料・農業・農村」及び「食育」に関する講演会～持続可能な食料
システムの構築に向けて～（中国四国ブロック） 

高 松 市 

8 月 4 日 香川県管理運営体制強化委員会管理専門指導員会 高 松 市 

会 と 催 し 

令和４年度土地改良換地士資格試験のご案内 

 

試 験 期 日  令和４年１０月１６日（日） 

試 験 地  岡山市 

受験申込受付期間  令和４年７月１５日（金)から令和４年９月２日（金）まで 

 

◎受験願書及び「受験案内」等の配布 

・配布期間：令和４年７月１５日（金）～令和４年８月２３日（火） 

・配布場所：香川県土地改良事業団体連合会 

問い合わせ先：香川県土地改良事業団体連合会 事業課 (087)832-7140 まで 


